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(57)【要約】
【課題】複数のプロジェクタを用いてひとつの画面を表
示することを、簡易的かつ低コストで可能とする技術を
提供することにある。
【解決手段】
　プロジェクタ１０は、入力部１２と、出力部１４と、
画像処理部２０と、投影部３０と、操作部４０と、通信
部５０とを備え、ビデオウォール表示を行うことができ
る。画像処理部２０において、ＣＰＵ２１は、映像調整
部２３と、ＯＳＤエンジン２４と、キーストンエンジン
２５とを統括的に制御し各要素の機能を実行する。映像
調整部２３は、入力部１２で取得された映像信号に基づ
いて画像処理を実行する。ＯＳＤエンジン２４は、必要
に応じてＯＳＤ画面を生成して映像信号に合成する。例
えば、ＯＳＤエンジン２４は、プロジェクタ１０の設定
画面等の映像形成とともに、エッジブレンディングを行
うときに、重複領域の輝度調整処理を実行したり、調整
用十字ガイドを重複領域に表示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の投影映像をあわせてひとつの映像を表示するときに、他のプロジェクタが表示す
る投影映像と重複させる重複領域の輝度をＯＳＤによって調整する重複領域生成手段を備
えることを特徴とするプロジェクタ。
【請求項２】
　前記重複領域生成手段は、前記重複領域に前記投影映像を適正に重複させるためのガイ
ドを表示させることを特徴とする請求項１に記載のプロジェクタ。
【請求項３】
　前記投影映像の投影形状をキーストン補正するキーストン補正手段を備えることを特徴
とする請求項１または２に記載のプロジェクタ。
【請求項４】
　前記投影映像が表示された状態を取得する撮像手段を備え、
　前記キーストン補正手段は、前記撮像手段が取得した前記投影映像の状態をもとに、キ
ーストン補正を行うことを特徴とする請求項３に記載のプロジェクタ。
【請求項５】
　他のプロジェクタと通信を行う通信手段と、
　前記通信手段を介して他のプロジェクタと複数の前記投影映像をあわせてひとつの映像
を表示させる処理を実行する制御手段と
　を備えることを特徴とする請求項１から４までのいずれか一項に記載のプロジェクタ。
【請求項６】
　ビデオウォール表示を行うために、表示すべき映像を生成するビデオウォール画像生成
工程と、
　前記表示すべき映像において、他の映像と重複させるエッジブレンディング領域の輝度
を、他の映像と重複したときに本来の輝度になるようにＯＳＤ処理により調整するエッジ
ブレンディング領域生成工程と、
　を備えることを特徴とするプロジェクタの表示調整方法。
【請求項７】
　前記エッジブレンディング領域に、他の映像と適正に重複させるためのガイドをＯＳＤ
表示するガイド表示工程を備えることを特徴とする請求項６に記載のプロジェクタの表示
調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プロジェクタおよびプロジェクタの表示調整方法に係り、複数のプロジェク
タをもちいてひとつの映像を表示させる機能を有するプロジェクタ及びプロジェクタの表
示調整方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ひとつの映像（または画像）を複数のプロジェクタを用いて表示するビデオ
ウォール機能とよばれる技術があり、例えば、複数のプロジェクタをマトリクス状に設置
して一つの大きな画面とする。図１４は、４台のプロジェクタを上下左右に配置した「２
×２」のビデオウォール投影を示している。このような表示をするためには、映像の調整
が必要になる。そのため、プロジェクタは、色合い、輝度、コントラスト等をユーザが調
整できるようになっている。この映像調整として、一般的には、所定のメニュー画面を表
示させて、テストパターンなどを投影させながら、目視により調整が行われている。
【０００３】
　この映像調整において難しい作業のひとつが、隣り合う画面同士の継ぎ目をスムーズに
する調整である。よく用いられる手法のひとつに、エッジブレンディングがある。この手
法は、各画像間にオーバーラップ領域を設け、オーバーラップ領域における輝度を各画像
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とオーバーラップ領域との境界を示す重なり開始点からオーバーラップ領域の端部である
重なりに向かって徐々に暗くする。
【０００４】
　エッジブレンディングが適正に行われない場合、表示される画像が見苦しいものになり
かねず、様々な技術が提案されている。例えば、特許文献１に開示の技術では、パーソナ
ルコンピュータに、エッジブレンドボードと呼ばれる画像処理装置を搭載し、プロジェク
タからスクリーン上に投射させた映像をカメラで撮影して、プロジェクタを調整している
。具体的には、エッジブレンドボードに恒等変換関数を設定し、グラフィックスボード出
力の輝度を順次変化させながら、プロジェクタを順番に１台ずつ投射する。そしてスクリ
ーン上の画像をカメラで撮影し、各測定値をプロジェクタとカメラの輝度感度特性として
求め、各輝度感度特性を基に各プロジェクタ間の輝度の差を零に補正するための輝度補正
値を求める。さらに、この輝度補正値にしたがって基準輝度変換関数を補正して各エッジ
ブレンドボード固有の輝度変換関数を設定し、輝度変換関数にしたがって輝度の補正され
た画像をスクリーンに連続して並べて表示する。このような処理を行うことで、画像の継
ぎ目をスムーズに表示している。
【特許文献１】特開２００２－２３８０６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１に開示の技術では、専用の映像処理装置と、さらにエッジの境界
の輝度を測定するカメラ等の測定装置を搭載したシステムが必要とされた。その結果、自
動調整は可能であるものの、システムが大がかりになったり、コストが高くなったり、設
置性の観点から導入が難しいケースがあるなどの課題があり、簡易的な且つ低コストのシ
ステムが求められていた。
【０００６】
　本発明の目的は、以上のような状況に鑑みなされたものであって、複数のプロジェクタ
を用いてひとつの画面を表示することを、簡易的かつ低コストで可能とする技術を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る装置は、プロジェクタに関する。このプロジェクタは、複数の投影映像を
あわせてひとつの映像を表示するときに、他のプロジェクタが表示する投影映像と重複さ
せる重複領域の輝度をＯＳＤ（On Screen Display）によって調整する重複領域生成手段
を備える。
　また、前記重複領域生成手段は、前記重複領域に前記投影映像を適正に重複させるため
のガイドを表示させてもよい。
　また、前記投影映像の投影形状をキーストン補正するキーストン補正手段を備えてもよ
い。
　また、前記投影映像が表示された状態を取得する撮像手段を備え、前記キーストン補正
手段は、前記撮像手段が取得した前記投影映像の状態をもとに、キーストン補正を行って
もよい。
　また、他のプロジェクタと通信を行う通信手段と、前記通信手段を介して他のプロジェ
クタと複数の前記投影映像をあわせてひとつの映像を表示させる処理を実行する制御手段
とを備えてもよい。
　本発明の別の態様は、プロジェクタの表示調整方法に関する。この方法は、ビデオウォ
ール表示を行うために、表示すべき映像を生成するビデオウォール画像生成工程と、前記
表示すべき映像において、他の映像と重複させるエッジブレンディング領域の輝度を、他
の映像と重複したときに本来の輝度になるようにＯＳＤ処理により調整するエッジブレン
ディング領域生成工程と、を備える。
　また、前記エッジブレンディング領域に、他の映像と適正に重複させるためのガイドを
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ＯＳＤ表示するガイド表示工程を備えてもよい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、複数のプロジェクタを用いてひとつの画面を表示することを、簡易的
かつ低コストで可能とする技術を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　次に、本発明を実施するための最良の形態（以下、単に「実施形態」という）を、図面
を参照して具体的に説明する。本実施形態において説明するプロジェクタの特徴の概要は
以下の通りである。
１）エッジ画素の位置合わせに４点キーストン補正機能を用いる。これにより本体の厳密
な位置合わせを簡易化する。
２）ブレンディング手段として、専用ＩＣ（Integrated Circuit）ではなくプロジェクタ
に積まれている画像処理ＩＣのＯＳＤ機能を用い、専用ＩＣと同等の機能を実現する。
３）ガイド用マーカー（調整用十字ガイド）をそのブレンディング用ＯＳＤ機能によって
表示させることで１ドット単位の表示位置調整とブレンディングの調整を併せる。
　これら３つの機能を組み合わせることにより、ビデオウォールの設置調整の大幅な簡略
化を図る。
【００１０】
　＜第１の実施形態＞
　図１は、本実施形態に係るプロジェクタ１０の構成を示す機能ブロック図であり、主に
画像処理機能に着目して示している。プロジェクタ１０は、入力部１２と、出力部１４と
、画像処理部２０と、投影部３０と、操作部４０と、通信部５０とを備える。
【００１１】
　入力部１２は、ＰＣ（Personal computer）やＤＶＤ（Digital Versatile Disk）プレ
ーヤ等の外部の装置から映像信号を取得する。入力部１２は、例えばＨＤＭＩ（High-Def
inition Multimedia Interface ）やＤ－ｓｕｂインタフェイスである。出力部１４は、
映像信号を出力するインタフェイスであり、上述同様ＨＤＭＩやＤ－ｓｕｂインタフェイ
スなどである。
【００１２】
　画像処理部２０は、ＣＰＵ２１と、映像調整部２３と、ＯＳＤエンジン２４と、キース
トンエンジン２５と、を備え、入力部１２から取得した映像信号を所定の形式に変換した
り、調整したりして、投影部３０に出力する。ＯＳＤエンジン２４と、キーストンエンジ
ン２５とは、それぞれ専用ＩＣにより構成されている。
【００１３】
　ＣＰＵ２１は、図示しないメモリとともに、所定のプログラムを実行して、映像調整部
２３と、ＯＳＤエンジン２４と、キーストンエンジン２５とを統括的に制御したり、それ
ら各要素の機能を実行する。また、ＣＰＵ２１は、入力部１２や出力部１４の入出力制御
を行ったり、通信部５０の通信制御を行ったり、投影部３０による表示出力制御を行った
り、さらに、操作部４０に対するユーザの操作を取得し、各構成要素に対して所望の動作
を行うように制御する。
【００１４】
　映像調整部２３は、入力部１２で取得された映像信号に基づいて、所定の解像度に合わ
せたスケーリング処理や、輝度調整や、色調整など各種の画像処理を実行する。また、映
像調整部２３は、ビデオウォール表示を行うときに、上記の映像信号から投影すべき分割
映像を作り出す。
【００１５】
　ＯＳＤエンジン２４は、必要に応じてＯＳＤ画面を生成して映像信号に合成する。例え
ば、ＯＳＤエンジン２４は、プロジェクタ１０の設定画面や、警告などの映像を形成する
。また、詳細は後述するが、ＯＳＤエンジン２４は、エッジブレンディングを行うときに
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、図３（ｃ）で後述するような重複領域の輝度調整処理を実行したり、ガイド用のマーカ
ーとして調整用十字ガイドを重複領域に表示する。なお、ＯＳＤエンジン２４の各処理は
、公知の技術を用いることで実現できる。例えば、ＯＳＤエンジンとして市場で一般的に
入手可能なＩＣでは、ＲＧＢ各色4ビット（計４，０９６色）の表現ができ、さらに色の
ついた半透明色を表示するブレンド機能も備える。また、ＯＳＤ表示と映像とを様々な混
合比で合成して透明度合いを制御することもでき、この透明度合いの制御によって輝度制
御ができる。
【００１６】
　キーストンエンジン２５は、キーストン補正を行う。４点補正による一般的なキースト
ン補正について、図２を基に簡単に説明する。一般に、プロジェクタ１０とスクリーン９
０の相対位置関係により、スクリーンに表示される映像９１が台形に歪むことがあり、こ
の歪みをキーストンという。そして、台形歪みを補正することをキーストン補正という。
キーストン補正の手順としては、例えば図示のように、まずスクリーン９０上の映像９１
の左上の角を所望の位置に設定し（図２（ａ））、次に、右上の角（図２（ｂ））、つづ
いて右下の角（図２（ｃ））、最後に左下の角（図２（ｅ））をそれぞれ所望の位置に設
定する。このような手順によって、スクリーン９０上には、適正な映像９１（図２（ｅ）
）が表示される。この補正処理は、手動で行う場合と、自動で行う場合とがある。本実施
形態では、手動による補正処理について説明し、第２の実施形態においてカメラで撮影し
つつ自動的に調整する態様について後述する。
【００１７】
　図１の説明に戻る。投影部３０は、ランプユニットや、液晶パネルやＤＭＤチップなど
の所定の光変調手段と、投射用レンズ等の光学ユニットを備えており、ＣＰＵ２１による
制御によって画像処理部２０から出力された映像信号をスクリーン９０に投射する。
【００１８】
　操作部４０は、プロジェクタ１０に対するユーザからの操作指示を取得する。その指示
取得は、プロジェクタ１０に設けられた操作パネル（図示せず）から直接取得されてもよ
いし、操作部４０が備えるリモコン受光部４１がリモコン４２からの指示を取得してもよ
い。取得した操作指示は、画像処理部２０のＣＰＵ２１に送られる。
【００１９】
　以上の構成のプロジェクタ１０により、ビデオウォール表示をするときのエッジブレン
ディング処理について説明する。ここでは、まず、図３に示すような、左右に二つの映像
を並べてひとつの映像に結合する「２×１」のビデオウォール設定のケースについて説明
する。以下便宜的に、左右の各映像を「分割画像」、ひとつに結合された映像９１を「結
合画像９１」ともいう。図４に示す拡大図のように、調整用十字ガイド（９６ａ，９６ｂ
，９７ａ，９７ｂ）を表示して、対応するガイド同士が一致した場合に、分割画像の重複
部分が適正な輝度及び色表示となるように調整する。
【００２０】
　まず、図３（ａ）に示すように、結合画像９１として表示すべき映像は、左側の第１の
分割画像９１ａと右側の第２の分割画像９１ｂとの二つの画像からなる。そして、この左
右に並ぶ二つの画像（９１ａ，９１ｂ）を結合することで、図３（ｂ）に示す結合された
結合画像９１がスクリーン９０上に表示される。その結合のときに、二つの画像が重複す
る領域（ブレンディング部９３ａ，９３ｂ）が設けられる。
【００２１】
　第１の分割画像９１ａにおいては、右端の所定の幅がブレンディング部９３ａとして設
定される。同様に、第２の分割画像９１ｂにおいて、左端の所定の幅がブレンディング部
９３ｂとして設定される。二つのブレンディング部９３ａ，９３ｂは同じ幅であり、この
領域には同じ映像が表示され、内側から外側へ向けて、比例して輝度が減少する。図３（
ｃ）は、ＯＳＤエンジン２４によって形成される二つのブレンディング部９３ａ，９３ｂ
の輝度の勾配を示した図である。図示のように、第１の分割画像９１ａのブレンディング
部９３ａでは、開始部９５ａにおいて輝度の倍率が１００％であり、右端部９４ａに向か
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って線形的に減少し、右端部９４ａで０％となる。同様に、第２の分割画像９１ｂのブレ
ンディング部９３ｂでは、開始部９５ｂにおいて輝度の倍率が１００％であり、左端部９
４ｂに向かって線形的に減少し、左端部９４ｂで０％となる。そして、二つのブレンディ
ング部９３ａ，９３ｂが適正に一致している場合、各位置における輝度の倍率は１００％
に合成される。なお、開始部９５ａ，９５ｂや右端部９４ａ及び左端部９４ｂの輝度は、
上記の倍率（％）に限るものでない。また、輝度の勾配は、線形に限る趣旨ではなく、合
成したときに１００％の輝度になればよい。また、輝度の勾配が、映像が表示される対象
に応じて設定可能であってもよい。例えば、スクリーン９０の種類が変わったときや、ス
クリーン９０の代わりにホワイトボードや黒板が利用されるときに、適切な設定が選択可
能とする。
【００２２】
　そして、図４（ａ）に示すように、第１の分割画像９１ａのブレンディング部９３ａで
は、幅方向中央部分に、上端から所定の位置に上部ガイド９６ａが、下端から所定の位置
に下部ガイド９７ａが表示される。同様に、第２の分割画像９１ｂのブレンディング部９
３ｂでは、幅方向中央部分に、上端から所定の位置に上部ガイド９６ｂが、下端から所定
の位置に下部ガイド９７ｂが表示される。上記の所定の位置は、結合される本来１つであ
る結合画像９１の大きさにもとづいて自動的に定まってもよいし、ユーザが設定可能とな
っていてもよい。
【００２３】
　つづいて、図４（ｂ）に示すように、二つのブレンディング部９３ａ，９３ｂを一致さ
せるときに、左右の上部ガイド９６ａ，９６ｂが一致し、同じく左右の下部ガイド９７ａ
，９７ｂが一致すると、二つのブレンディング部９３ａ，９３ｂが完全に一致することに
なる。そして、二つのブレンディング部９３ａ，９３ｂが完全に一致するときに、第１の
分割画像９１ａのブレンディング部９３ａの右端部９４ａと、第２の分割画像９１ｂのブ
レンディング部９３ｂの開始部９５ｂが一致する。同様に、第２の分割画像９１ｂのブレ
ンディング部９３ｂの左端部９４ｂと、第１の分割画像９１ａのブレンディング部９３ａ
の開始部９５ａとが一致する。このとき、重複する領域（ブレンディング部９３ａ，９３
ｂ）の輝度は、図３（ｃ）で説明したように、本来表示するべき輝度として表示される。
【００２４】
　なお、ブレンディング部９３ａ，９３ｂの映像は、上述したように、ＯＳＤエンジン２
４により合成して作られる。ここでエッジブレンディング用の輝度合わせ手段にＯＳＤを
用いたグラデーションを用いる、つまりＯＳＤエンジン２４として用いられるＯＳＤ用の
ＩＣを利用することで、専用ＩＣを削減することができる。さらにＯＳＤを用いている為
、輝度の中央点が明確に分かる。そして上述のように、ここに調整用十字ガイド（上部ガ
イド９６ａ，９６ｂ、下部ガイド９７ａ，９７ｂ）を表示し、このガイドが左右のプロジ
ェクタ１０のガイドと重なるように４点キーストン補正を行うことで隣り合う画像とエッ
ジブレンディングがなされる。
【００２５】
　図５～７に示すフローチャートに基づいて設定手順を説明する。
　図５のフローチャートに示すように、まず、ユーザは二つのプロジェクタ１０を左右に
並べる（Ｓ１０）。ここで、スクリーン９０に向かって左側に並べられたプロジェクタ１
０をセット１、右側に並べられたプロジェクタ１０をセット２と呼ぶ。
【００２６】
　つぎに、ユーザは、セット１及びセット２の各操作部４０（またはリモコン４２）を操
作し、ビデオウォール設定画面を呼び出し、「２×１」のビデオウォール設定を行う（Ｓ
１２）。より具体的には、セット１が第１の分割画像９１ａを表示し、セット２が第２の
分割画像９１ｂを表示するように設定がなされる。
【００２７】
　つづいて、ユーザがエッジブレンディング調整モードを呼び出すと、ＯＳＤエンジン２
４はブレンディング部９３ａ，９３ｂをＯＳＤにより所定の輝度に調整する（Ｓ１４）。
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さらに、ＯＳＤエンジン２４は、調整用十字ガイド（上部ガイド９６ａ，９６ｂ、下部ガ
イド９７ａ，９７ｂ）をＯＳＤ表示させる（Ｓ１６）。ここで上部ガイド９６ａ，９６ｂ
、下部ガイド９７ａ，９７ｂは、同一形状及び同一大きさである。
【００２８】
　そして、ユーザは、スクリーン９０に合い、かつ第１の分割画像９１ａと第２の分割画
像９１ｂの投影領域が重なるようにセット１とセット２との向きを設定し、セット１及び
セット２の投影する映像の調整を行う（Ｓ２０）。ここで、Ｓ２０の処理では、まずセッ
ト１の投影映像が調整され（Ｓ２１）、つづいて、セット１の投影映像を基準とし、セッ
ト２の投影映像が調整される（Ｓ２２）。
【００２９】
　図６に示すフローチャートをもとに、セット１の投影映像の調整（Ｓ２１）について説
明する。まず、ユーザは、投影映像である第１の分割画像９１ａの左上をスクリーン９０
の左上の端に合わせる（Ｓ２１ａ）。つぎに、第１の分割画像９１ａの左下をスクリーン
９０の左下の端に合わせる（Ｓ２１ｂ）。つづいて、第１の分割画像９１ａの右上をスク
リーン９０の上辺に合わせる（Ｓ２１ｃ）。最後に、第１の分割画像９１ａの右下をスク
リーン９０の下辺に合わせる（Ｓ２１ｄ）。以上の操作により、基準となるセット１の調
整が終了する（Ｓ２１ｅ）。なお、ここで、第１の分割画像９１ａの表示調整のための基
準にスクリーン９０の左右の端や上下辺を用いたが、これに限る趣旨でない。
【００３０】
　つぎに図７に示すフローチャートをもとに、セット２の投影映像の調整を説明する（Ｓ
２２）。まず、ユーザは、第２の分割画像９１ｂの右上をスクリーン９０の右上の端に合
わせる（Ｓ２２ａ）。つぎに、第２の分割画像９１ｂの右下をスクリーン９０の右下の端
に合わせる（Ｓ２２ｂ）。つづいて、第２の分割画像９１ｂの左上をスクリーン９０の上
辺に合わせる（Ｓ２２ｃ）。最後に、第２の分割画像９１ｂの左下をスクリーン９０の下
辺に合わせる（Ｓ２２ｄ）。上記Ｓ２２ａ～Ｓ２２ｄの処理において、第１の分割画像９
１ａの上部ガイド９６ａと第２の分割画像９１ｂの上部ガイド９６ｂとが一致し、第１の
分割画像９１ａの下部ガイド９７ａと第２の分割画像９１ｂの下部ガイド９７ｂとが一致
するように調整がなされる。上述したように、上部ガイド９６ａ，９６ｂ及び下部ガイド
９７ａ，９７ｂは同一形状及び同一大きさなので、第１の分割画像９１ａと第２の分割画
像９１ｂとがそれぞれ適正な形状に調整されていれば、画素１ドットの精度であわせ込む
ことができるので、実質完全に一致させることができる。したがって、完全に一致してい
ない場合、第１の分割画像９１ａの右上及び右下と、第２の分割画像９１ｂの左上及び左
下の位置を微調整する（Ｓ２２ｅ）。これにより、第１の分割画像９１ａと第２の分割画
像９１ｂとの重複部分は、重複された状態で、本来表示されるべき輝度になる。以上の操
作により、セット２の調整が終了する（Ｓ２２ｆ）。
【００３１】
　上記のＳ２２ｆの処理によって、セット調整（Ｓ２０）が終了するので、ユーザは、エ
ッジブレンディング調整モードを終了させて、調整用十字ガイドのＯＳＤ表示を終了させ
る（図５：Ｓ３０）。これによって、ビデオウォール設定が終了する。
【００３２】
　以上本実施形態によれば、簡易かつ高精度にビデオウォールのエッジ合わせを行うこと
が可能となる。特に、キーストン補正を用いたエッジブレンディングは１ドット単位で二
つの表示画面を合わせられる為、高い精度で合わせられる。また、エッジブレンディング
では、端部に向かうにしたがって輝度が減少するため、端部の位置の把握が難しいことが
ある。しかし、調整用十字ガイドをＯＳＤ表示させるので、ユーザは、一致させる領域（
ブレンディング部９３ａ，９３ｂ）の把握が容易となる。したがって、エッジブレンディ
ングの輝度調整も従来技術で示したような高価な調整装置を用いなくても同時に調整する
ことが可能となる。また、プロジェクタ１００や設置用冶具を動かさずに合わせられる為
、ユーザは、実際の投影映像の目の前、つまりスクリーン９０の傍に立ってリモコン４２
を用いた調整が可能であり、操作が非常に容易である。また、ＯＳＤでエッジをブレンデ
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ィングする別の利点として、ブレンド幅の設定変更が容易であることが上げられる。例え
ば、投影映像の大きさや、設置方法などで十分な精度が得られる場合はブレンド幅を狭く
して、表示領域を拡大することができる。
【００３３】
　なお、本実施形態では、セット１及びセット２それぞれの処理は独立してなされたが、
これに限る趣旨ではない。例えば、セット１及びセット２とが各通信部５０により接続さ
れ、セット１がセット２の処理を制御するようにしてもよい。つまり、ユーザはセット１
をマスターとし、セット２をスレーブとして、マスターであるセット１を介してセット２
を操作できるようにする。なお、上述の第１及び第２の分割画像９１ａ，９１ｂの位置あ
わせのときに、ＯＳＤエンジン２４はエッジブレンディング処理を行わず、調整用十字ガ
イドの表示の処理のみを行い、セット調整が終了した時点で、エッジブレンディング処理
を行ってもよい。このようにすると、位置あわせ作業において、第１及び第２の分割画像
９１ａ，９１ｂの端部（境界）の把握が容易となる。
【００３４】
　＜第２の実施形態＞
　本実施形態では、第１の実施形態において、手動で行ったセット１の調整処理（Ｓ２１
）及びセット２の調整処理（Ｓ２２）を、カメラ３１でスクリーン９０を撮影することで
、自動調整する。なお、本実施形態ではセット１～４の４台のプロジェクタ１００ａ～１
００ｄによる２×２のビデオウォール表示を行う。なお、セット１～４の４台のプロジェ
クタを区別しないときには、「プロジェクタ１００」と称する。
【００３５】
　図８は、本実施の形態に係るプロジェクタ１００の機能ブロック図である。第１の実施
形態のプロジェクタ１０と異なる構成について説明し、同一機能の構成については同一符
号を付して説明を省略する。
【００３６】
　このプロジェクタ１００において異なる構成は、スクリーン９０に表示された映像を撮
影するカメラ３１と、その映像をもとにキーストンエンジン２５と協働してキーストン補
正を行う撮影制御部３２とを備えることにある。ここでは、撮影制御部３２は画像処理部
２０に備わる。
【００３７】
　そして、本実施形態では、図９に示すように、図８に示した構成の４台のプロジェクタ
１００ａ～１００ｄを用いて、スクリーン９０に「２×２」のビデオウォールによる表示
がなされる。ここで、スクリーン９０の領域を２×２に分割したときに、左上の領域を第
１の分割領域９０ｅ、右上の領域を第２の分割領域９０ｆ、左下の領域を第３の分割領域
９０ｇ、右下の領域を第４の分割領域９０ｈと呼ぶ。そして、スクリーン９０左上の第１
の分割領域９０ｅには第１の分割画像９１ｅが、右上の第２の分割領域９０ｆには第２の
分割画像９１ｆが、左下の第３の分割領域９０ｇには第３の分割画像９１ｇが、右下の第
４の分割領域９０ｈには第４の分割画像９１ｈの４つの画像が表示される。そして、第１
～第４の分割画像９１ａ～９１ｄが適正位置で結合して結合画像９１が適正に表示される
。ここで、第１の分割画像９１ｅを表示するプロジェクタ１００ａをセット１、第２の分
割画像９１ｆを表示するプロジェクタ１００ｂをセット２、第３の分割画像９１ｇを表示
するプロジェクタ１００ｃをセット３、第４の分割画像９１ｈを表示するプロジェクタ１
００ｄをセット４と便宜的に呼ぶ。また、画像処理部２０の構成については、省略して示
している。
【００３８】
　また、図１０は、エッジブレンディング調整モードにおいて、結合画像９１を構成する
第１～第４の分割画像９１ｅ～９１ｈを分離した状態で模式的に示した図である。図示の
ように、第１～第４の分割画像９１ｅ～９１ｈのそれぞれには、以下に詳述すように重複
領域において、第１～第３のガイド９８ａ～９８ｃの３個の調整用十字ガイドが表示され
る。
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【００３９】
　より具体的には、第１の分割画像９１ｅは、右辺近傍に所定の幅で鉛直方向に延びる第
１のブレンディング部９９ａ１と、下辺近傍に所定の幅で水平方向に延びる第２のブレン
ディング部９９ｂ１と、右下端部において第１のブレンディング部９９ａ１と第２のブレ
ンディング部９９ｂ１とがそれぞれ延長したときに重なる領域の第３のブレンディング部
９９ｃ１とから構成される。そして、第１のブレンディング部９９ａ１の上側部分には第
１のガイド９８ａ１が表示され、第２のブレンディング部９９ｂ１の左側部分には第２の
ガイド９８ｂ１が表示され、第３のブレンディング部９９ｃ１の中央には第３のガイド９
８ｃ１が表示される。
【００４０】
　同様に、第２の分割画像９１ｆは、左辺近傍に所定の幅で鉛直方向に延びる第１のブレ
ンディング部９９ａ２と、下辺近傍に所定の幅で水平方向に延びる第２のブレンディング
部９９ｂ２と、左下端部において第１のブレンディング部９９ａ２と第２のブレンディン
グ部９９ｂ２とがそれぞれ延長したときに重なる領域の第３のブレンディング部９９ｃ２
とから構成される。そして、第１のブレンディング部９９ａ２の上側部分には第１のガイ
ド９８ａ２が表示され、第２のブレンディング部９９ｂ２の右側部分には第２のガイド９
８ｂ２が表示され、第３のブレンディング部９９ｃ２の中央には第３のガイド９８ｃ２が
表示される。
【００４１】
　同様に、第３の分割画像９１ｇは、右辺近傍に所定の幅で鉛直方向に延びる第１のブレ
ンディング部９９ａ３と、上辺近傍に所定の幅で水平方向に延びる第２のブレンディング
部９９ｂ３と、右上端部において第１のブレンディング部９９ａ３と第２のブレンディン
グ部９９ｂ３とがそれぞれ延長したときに重なる領域の第３のブレンディング部９９ｃ３
とから構成される。そして、第１のブレンディング部９９ａ３の下側部分には第１のガイ
ド９８ａ３が表示され、第２のブレンディング部９９ｂ３の左側部分には第２のガイド９
８ｂ３が表示され、第３のブレンディング部９９ｃ３の中央には第３のガイド９８ｃ３が
表示される。
【００４２】
　同様に、第４の分割画像９１ｈは、左辺近傍に所定の幅で鉛直方向に延びる第１のブレ
ンディング部９９ａ４と、上辺近傍に所定の幅で水平方向に延びる第２のブレンディング
部９９ｂ４と、左上端部において第１のブレンディング部９９ａ４と第２のブレンディン
グ部９９ｂ４がとがそれぞれ延長したときに重なる領域の第３のブレンディング部９９ｃ
４とから構成される。そして、第１のブレンディング部９９ａ４の下側部分には第１のガ
イド９８ａ４が表示され、第２のブレンディング部９９ｂ４の右側部分には第２のガイド
９８ｂ４が表示され、第３のブレンディング部９９ｃ４の中央には第３のガイド９８ｃ４
が表示される。
【００４３】
　そして、第１～第４の分割画像９１ｅ～９１ｈを結合するときには、第１～第４の分割
画像９１ｅ～９１ｈの各第３のガイド９８ｃ１～９８ｃ４が、結合画像９１が形成された
ときに中央となる位置で一致する。また、中央上部において、第１の分割画像９１ｅの第
１のガイド９８ａ１と、第２の分割画像９１ｆの第１のガイド９８ａ２が一致する。さら
に、中央左側において、第１の分割画像９１ｅの第２のガイド９８ｂ１と、第３の分割画
像９１ｇの第２のガイド９８ｂ３が一致する。さらにまた、中央下部において、第３の分
割画像９１ｇの第１のガイド９８ａ３と第４の分割画像９１ｈの第１のガイド９８ａ４が
一致する。そして、中央右側において、第２の分割画像９１ｆの第２のガイド９８ｂ２と
第４の分割画像９１ｈの第２のガイド９８ｂ４が一致する。
【００４４】
　このようなビデオウォール表示を実現するために、図９に示すように、４台のプロジェ
クタ１００は、各通信部５０及びネットワークハブ８４を介して互いに接続され、１台の
プロジェクタ１００ａ（セット１）をマスターとして、他の３台のプロジェクタ１００ｂ
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～１００ｄを制御して、ビデオウォール設定を実行する。なお、ネットワーク接続された
ＰＣ（図示せず）が４台のプロジェクタ１００ａ～１００ｄを制御する構成であってもよ
い。
【００４５】
　上述の構成によるビデオウォール設定の処理について説明する。図１１は、本実施形態
におけるビデオウォール設定の処理を示すフローチャートである。このフローチャートで
は、図５に示したフローチャートとほぼ同じフローであるので、類似する処理には同じ符
号を付している。
【００４６】
　まず、ユーザは４台のプロジェクタ１００ａ～１００ｄを２×２の縦横各２列に並べる
（Ｓ１０）。
【００４７】
　つぎに、ユーザは、セット１のプロジェクタ１００ａの操作部４０を操作して、ビデオ
ウォール設定画面を呼び出し、上述した配置による「２×２」のビデオウォール設定を行
う（Ｓ１２）。
【００４８】
　そして、ユーザから操作部４０の操作によりエッジブレンディング調整モードが選択さ
れると、ＯＳＤエンジン２４は重複領域をＯＳＤにより輝度調整するとともに（Ｓ１４）
、調整用十字ガイドをＯＳＤ表示させる（Ｓ１６）。
【００４９】
　そして、セット１のプロジェクタ１００ａは、カメラ３１でスクリーン９０を撮影して
、その撮影した映像をもとに４点補正によるキーストン補正を行って、適正な形状になる
ように各プロジェクタ１０の投影映像を調整する（Ｓ２０）。なお、ここでは、キースト
ン補正の際の基準として、カメラ３１が撮影したスクリーン９０の形状とする。撮影され
たスクリーン９０をもとに、キーストンエンジン２５は、重複領域を考慮してスクリーン
９０を第１～第４の分割領域９０ｅ～９０ｈに分割設定し、第１～第４の分割画像９１ｅ
～９１ｈの表示すべきスクリーン９０上の位置を算出する。算出された各位置として、各
第１～第４の分割画像９１ｅ～９１ｈの各頂点が例示できる。それらは、カメラ３１が撮
影したスクリーン９０や、第１～第４の分割領域９０ｅ～９０ｈの頂点などの特徴点の位
置は，撮影制御部３２に記憶され、各セットのビデオウォール設定処理に使用される。
【００５０】
　第１の実施形態の図６に示したフローチャートと同様な処理をもとに、セット１の投影
映像の調整（Ｓ２１）について説明する。まず、キーストンエンジン２５は、撮影制御部
３２を介して得られるカメラ３１の撮影画像をもとに第１の分割画像９１ｅの左上をスク
リーン９０の第１の分割領域９０ｅの左上の端に合わせる（Ｓ２１ａ）。つぎに、キース
トンエンジン２５は、第１の分割画像９１ｅの左下を、第１の分割領域９０ｅの左下端部
に合わせ（Ｓ２１ｂ）、つづいて、第１の分割画像９１ｅの右上を第１の分割領域９０ｅ
の右上の端部に合わせる（Ｓ２１ｃ）。最後に、キーストンエンジン２５は、第１の分割
画像９１ｅの右下を、第１の分割領域９０ｅの右下の端部に合わせる（Ｓ２１ｄ）。以上
の操作により、基準となるセット１の調整が終了する（Ｓ２１ｅ）。
【００５１】
　セット１の調整が終了すると、第１の実施形態の図７に示したフローチャートと同様な
処理、セット２の調整が開始する（Ｓ２２）。キーストンエンジン２５は、カメラ３１が
撮影する映像を参照しながら第２の分割画像９１ｆの右上をスクリーン９０の第２の分割
領域９０ｆの右上の端に合わせる（Ｓ２２ａ）。つぎに、キーストンエンジン２５は、第
２の分割画像９１ｆの右下を第２の分割領域９０ｆの右下の端に合わせ（Ｓ２２ｂ）、つ
づいて、第２の分割画像９１ｆの左上を第２の分割領域９０ｆの左上の端に合わせる（Ｓ
２２ｃ）。最後に、キーストンエンジン２５は、第２の分割画像９１ｆの左下を、第２の
分割領域９０ｆの左下の端に合わせる（Ｓ２２ｄ）。そして、キーストンエンジン２５は
、上記Ｓ２２ａ～Ｓ２２ｄの処理において、第１の分割画像９１ｅと第２の分割画像９１
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ｆのそれぞれの第１のガイド９８ａ１，９８ｂ２同士、第３のガイド９８ｃ１，９８ｃ２
同士が一致するように、第２の分割画像９１ｆの投影映像を調整する（Ｓ２２ｅ）。
【００５２】
　セット２の調整が終了すると、図１２に示すフローチャートにより、セット３の調整が
開始する（Ｓ２３）。キーストンエンジン２５は、カメラ３１が撮影する映像を参照しな
がら第３の分割画像９１ｇの左下を第３の分割領域９０ｇの左下の端に合わせる（Ｓ２３
ａ）。つぎに、キーストンエンジン２５は、第３の分割画像９１ｇの左上を第３の分割領
域９０ｇの左上の端に合わせ（Ｓ２３ｃ）、つづいて、第３の分割画像９１ｇの右下を第
３の分割領域９０ｇの右下の端に合わせる（Ｓ２３ｄ）。そして、キーストンエンジン２
５は、上記Ｓ２３ａ～Ｓ２３ｄの処理において、第１の分割画像９１ｅと第３の分割画像
９１ｇのそれぞれの第２のガイド９８ｂ１，９８ｂ３同士、第３のガイド９８ｃ１，９８
ｃ３同士が一致するように、第３の分割画像９１ｇの投影映像を調整する。
【００５３】
　セット３の調整が終了すると、図１３に示すフローチャートにより、セット４の調整が
開始する（Ｓ２４）。キーストンエンジン２５は、カメラ３１が撮影する映像を参照しな
がら第４の分割画像９１ｈの右下を第４の分割領域９０ｈの右下の端に合わせる（Ｓ２４
ａ）。つぎに、キーストンエンジン２５は、第４の分割画像９１ｈの右上を第４の分割領
域９０ｈの右上の端に合わせ（Ｓ２４ｃ）、つづいて、第４の分割画像９１ｈの左下を第
４の分割領域９０ｈの左下の端に合わせる（Ｓ２４ｄ）。そして、キーストンエンジン２
５は、上記Ｓ２４ａ～Ｓ２４ｄの処理において、第２の分割画像９１ｆと第４の分割画像
９１ｈのそれぞれの第２のガイド９８ｂ２，９８ｂ４同士、第３のガイド９８ｃ２，９８
ｃ４同士が一致するように、第３の分割画像９１ｇの投影映像を調整する。このとき、第
１～第４の分割画像９１ｅ～９１ｈの各第３のガイド９８ｃ１～９８ｃ４が全て同位置で
一致する。
【００５４】
　以上、本実施形態によると、エッジブレンディング調整モードが選択された場合に、プ
ロジェクタ１００に備わるカメラ３１がスクリーン９０を撮影して、ビデオウォール設定
を自動で実行できる。特に、ビデオウォール表示に使用されるプロジェクタ１００の数が
多い場合の設定において、その設定作業の簡素化が効果的に実現される。
【００５５】
　以上、本発明を実施形態をもとに説明した。この実施形態は例示であり、それらの各構
成要素の組み合わせにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範
囲にあることは当業者に理解されるところである。例えば、上記実施形態では、ビデオウ
ォール表示について説明したが、複数のプロジェクタを使用して同じ映像を同時に同一領
域に表示させるスタック表示にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】第１の実施形態に係る、プロジェクタの構成を示す機能ブロック図である。
【図２】第１の実施形態に係る、キーストン補正の流れを模式的に示す図である。
【図３】第１の実施形態に係る、二つの分割画像からひとつの結合画像を形成して表示す
るビデオウォール表示の例を示す図である。
【図４】第１の実施形態に係る、調整用十字ガイドを表示させた状態のビデオウォール表
示を示した図である。
【図５】第１の実施形態に係る、ビデオウォール表示の設定手順を示したフローチャート
である。
【図６】第１の実施形態に係る、セット１の設定手順を示したフローチャートである。
【図７】第１の実施形態に係る、セット２の設定手順を示したフローチャートである。
【図８】第２の実施形態に係る、プロジェクタの構成を示す機能ブロック図である。
【図９】第２の実施形態に係る、４台のプロジェクタが各通信部を介して接続された状態
を模式的に示した図である。
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【図１０】第２の実施形態に係る、エッジブレンディング調整モードにおいて、結合画像
を構成する第１～第４の分割画像を分離した状態で模式的に示した図である。
【図１１】第２の実施形態に係る、ビデオウォール表示の設定手順を示したフローチャー
トである。
【図１２】第２の実施形態に係る、セット３の設定手順を示したフローチャートである。
【図１３】第２の実施形態に係る、セット４の設定手順を示したフローチャートである。
【図１４】従来技術に係る、一般的な２×２の配列のビデオウォール表示の例を示した図
である。
【符号の説明】
【００５７】
１０，１００ａ～１００ｄ　　　プロジェクタ
１２　　　入力部
１４　　　出力部
２０　　　画像処理部
２１　　　ＣＰＵ
２３　　　映像調整部
２４　　　ＯＳＤエンジン
２５　　　キーストンエンジン
３０　　　投影部
３１　　　カメラ
３２　　　撮影制御部
４０　　　操作部
４１　　　リモコン受光部
４２　　　リモコン
５０　　　通信部
【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】

【図１４】
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